
農業分野における外国人材受入環境整備事業補助金交付要領  

  

（通則）  

第１条 農業分野における外国人材受入環境整備事業補助金（以下「補助金」という。）の交付

については、福井県補助金等交付規則（昭和４６年福井県規則第２０号）（以下「交付規

則」という。）ならびに福井県園芸振興課所管補助金等交付要綱（以下、「交付要綱」とい

う。）およびこの交付要領で定めるところによる。  

  

（目的）  

第２条 外国人労働者に、就業地として福井県を選択してもらうとともに、福井県での就業お

よび暮らしに対する満足度を高め、長期にわたって活躍できる環境を整備することにより、

農業分野での人手不足の解消を図る。  

  

（補助対象者）  

第３条 補助対象者は、次の各号のすべてを満たすものとする。ただし、補助金の支給対象と

なる事業について、同一年度内に国または他の地方公共団体等が所管する同様の目的の補

助金等を受給した場合または受給する見込みのある場合は補助対象者としない。  

（１）福井県内に住所を有する農業者等であること。  

（２）福井県内で外国人労働者を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定であること、

または新たに雇用する具体的な計画があること。なお、ここでいう外国人労働者と

は、以下に掲げる在留資格のいずれかを持つ者とする。  

①特定技能  

②技能実習  

  ③高度専門職  

（３）県税の全税目に滞納がないこと。  

  

（補助対象事業）  

第４条 対象となる事業は、県内における外国人労働者の就業・生活環境の改善や、外国人労

働者と地域との交流を促進するための取組等で、次に掲げるものとする。  

（１）就業環境整備  

外国人労働者の就業環境を改善するための取組  

（２）生活環境整備  

外国人労働者の生活の本拠の環境を改善するための取組  

 



 （補助対象経費等）  

第５条 補助対象経費、補助率、補助限度額および補助期間は別表に定めるとおりとする。 

なお、補助対象経費は、本事業以外の事業に係る経費と明確に区分できるものとする。  

  

（交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号

に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。  

（１）申請者概要  

（２）事業実施計画書  

（３）収支予算書  

（４）県税に滞納がないことを証明事項とする納税証明書または納税状況の確認に関する

同意書  

（５）消費税および地方消費税に未納税額がない旨の証明書  

（６）誓約書  

（７）その他知事が特に必要と認める書類  

 

（交付時期）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に定める申請書を、知事が別に定める期日

までに知事に提出しなければならない。  

  

（交付決定）  

第８条 知事は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、補助金の交付の適否を

決定し、その旨を交付決定通知書により申請者に通知する。  

  

（内容変更の承認）  

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の内容ま

たは経費の配分を変更するときは、あらかじめ交付変更承認申請書（様式第２号）を知事に

提出し、承認を受けなければならない。ただし、次に定める軽微な変更についてはこの限り

ではない。  

（１）補助事業経費の総額３０パーセント以内の金額の変更 

（２）補助の目的に影響を及ぼさない範囲で補助事業の内容を変更する場合 

  

（事業の中止）  

第１０条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ中止承認申請書 



（様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

  

（実績報告）  

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して１か月を経過した日または令和

８年３月３１日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書（様式第４号）に次に掲げる

書類を添えて、知事に提出しなければならない。  

（１）事業実施報告書  

（２）収支決算書  

（３）補助期間終了後の外国人労働者の処遇を証明する書類の写し（雇用契約書等）  

（４）補助対象経費の支払いが確認できる書類（領収書等）  

（５）その他知事が特に必要と認める書類  

  

（是正命令等）  

第１２条 知事は、前条の規定に基づく実績報告の内容を審査し、補助事業の実施結果が交付

決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業内容等に適合さ

せるための措置をとるべきことを補助事業者に命じることができる。  

２ 補助事業者は、前項の措置が完了したときは、前条の規定に準じる実績報告を知事に提出

しなければならない。  

  

（補助金の額の確定）  

第１３条 知事は、第１１条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、適正と認められるときは、補助金の額を確定して補助事業者に通知する。  

  

（補助金の交付）  

第１４条 知事は、前条による補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。  

  

（補助金の交付請求）  

第１５条 第１４条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付

を受けようとするときは、すみやかに補助金交付請求書（様式第５号）を知事に提出しなけ

ればならない。  

２ 知事は請求書の受理後３０日以内に補助金を支払うものとする。  

 

 



 （補助金の概算払）  

第１６条 知事は、第１４条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めるときは、補

助金の一部または全部を概算払することができる。  

２ 補助事業者は、概算払の交付を受けようとするときは、補助金概算払請求書（様式第   

６号）を知事に提出しなければならない。  

３ 知事は請求書の受理後３０日以内に補助金を支払うものとする。  

  

（補助金の返還等）  

第１７条 知事は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部または一部を取り消すことができる。  

（１）虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとし、または受けたことが明らか

になったとき。  

（２）この要領の規定または補助金交付決定の内容に違反したとき。  

（３）前２号に掲げるもののほか、知事が補助金の交付を不適当と認めるとき。  

２知事は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されていると

きは、期限を定めて補助事業者にその返還を命ずるものとする。  

３補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金の交付日か

ら知事が定める納付日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年１０．９５％の割合で計

算した加算金を県に納付しなければならない。  

  

（補助金の経理）  

第１８条 補助事業者は、補助事業にかかる経理について、その収支の事実を明確にした証拠

書類を、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。  

  

（調査等）   

第１９条 知事は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して関

係書類の提出を求め、事情聴取または訪問調査等を行う。  

２ 補助事業者は、前項に定める知事の調査等に協力しなければならない。  

   

附 則  

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。  

  

 

 

 

 



別表  

経費  内容  補助率  補助限度額  補助期間 

謝金  講師への謝礼金等  

１／３  

３００千円／ 

農 業 者 等  

（※１）  

補助金の交付決定

を行った日から当

該年度末まで  

旅費  講師の交通費等  

使用料、賃借

料  

会場、機材、車両等の借上げ

料等  

委託料  外国人労働者用の母国語作業

マニュアルの作成等  

手数料 自動車免許の取得（書換え）

等にかかる費用 

需用費  消耗品費、材料費、教材購入

費、資料印刷代等  

備品購入費  外国人労働者の就業・生活環

境の改善に資する備品の購入

費等  

その他経費  知事が特に必要と認める経費  

※１ １農業者等の年度限度額  

 

（注１）補助事業経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた額を交付する。  

（注２）対象外経費は以下のとおりとする。  

（１）補助事業に要したことが明確に区分できない経費     例 社用車のガソリン代、電話代 

等  

（２）補助事業者が所有権を有しない物件の改修費用  

（３）不動産物件の取得費用 (賃貸物件にかかる家賃等は対象外) 

（４）補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費  

（５）汎用性があり、目的外使用になり得る備品の購入費      

例 パソコン、プリンター、タブレット端末 等  

（６）申請者または同一農業者等の従業員への謝礼の支払い   

（７）消費税および地方消費税  

（注３）補助対象経費等に疑義が生じた場合は、園芸振興課に事前に協議し了承を得ること。  

  


